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DADP（県農業開発計画）と JICA 協力について 
案 件 

名 称 

位置付 

概 要 

開発調査 

「地方開

発セクタ

ープログ

ラム２」

（2005.11

～2009.1） 
 

ASDP の枠

組み、及び

実施におけ

る地方人材

の育成 

目的：ASDP の関係機関と協同し、その効果的・効率的な実施を支援する。 

支援対象（活動）分野： 

 ASDP 実施体制（ASDP 事務局支援からテーマ別作業部会支援へ） 

 ASDP バスケット資金の設立・運営 

 DADP 策定・実施プロセス 

 ASDP 関係政府諸機関の能力向上 

 情報の整理・共有 

ASDP 課題別作業部会のうち、モニタリング・評価（M&E）、DADP 計画・実施の二部

会に参加中（以下、2 部会を通じた主な実績）： 

M&E ：ASDP M&E 枠組み文書策定 

DADP：DADP ガイドライン策定、全国研修、各県への技術的指導、全県 DADP 評

価 

2008.4.23 5

参考：国レベルにおけるASDP調整・実施体制

ステークホルダー年次会合

ASDP 事務局省庁間調整委員会 (ICC)
ASDP バスケット
資金運営委員会

農業セクターリード省庁
（ASLMs）関係局長委員会

ASDP統合業務計画

ASDPプログラム文書・付録

農業
サービス

DADP策
定・実施

灌漑 M&E
マーケテ
ィング

食糧安全
保障

（第1回合同実施レビューによって合意されたテーマ別作業部会による実施体制）

 

技プロ

「DADP

灌漑事業

ガイドラ

イン策

定・研修計

画」） 

開発調査「全国灌漑マスタープラン調査（2002-2004）」の調査結果（実証調査時に

DADP 灌漑案件形成ガイドライン作成）を活用し DADP 灌漑事業ガイドライン（案件

形成、事業実施・運営管理）の策定及びガイドラインによる実証作業（建設工事含む）

による訓練を通して県灌漑技術者の灌漑事業実施能力強化、県灌漑技術者への支援体

制強化を実施することによって、灌漑事業の質の向上を図り、小規模農家の農業生産

性及び収益性の向上に資する。 

目標：4 灌漑ゾーン事務所及び同所轄県技術者の灌漑事業にかかる計画立案、事業実施、

運営管理に関する一連の事業実施能力が強化される。 
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（2007.2
～2010.1） 
 
ASDP の実

施における

地方人材の

育 成 / 灌 漑

稲作・支援

を 通 じ た

ASDP の成

果達成への

貢献 

成果 1：DADP 灌漑事業ガイドラインが策定される。 
＜活動＞ 

1-1．DADP 灌漑案件形成ガイドラインの適用可能性試験を実施する。 
1-2．DADP 灌漑案件形成ガイドラインに関する研修を実施する。 
1-3．灌漑事業実施・運営にかかるガイドライン案を策定する。 
1-4．DADP 灌漑事業実施・運営にかかるガイドライン案に基づいて灌漑事業を

実施する。 
1-5．計画立案、事業実施、運営管理にかかる一連の方法・技術・情報を加えたDADP

灌漑事業ガイドラインを策定する。 
成果 2：県灌漑技術者に対する技術支援体制が強化される。 
＜活動＞ 

2-1．モロゴロ及びキリマンジャロ灌漑ゾーンの灌漑ゾーン事務所及び県灌漑技術

者に対して、DADP 灌漑事業ガイドラインの研修を実施する。 
2-2．DADP 灌漑事業ガイドラインに基づいて、県灌漑事業への技術支援を行う。

2-3．灌漑技術サービス局が県に対し灌漑開発に必要な情報を発信する。 
2-4．他の灌漑ゾーン技術者、県灌漑技術者等に灌漑事業ガイドラインを紹介する

セミナーを開催する。 
2-5．灌漑事業ガイドラインの訓練計画を提案する。 

実施機関：農業・食糧安全保障省灌漑技術サービス局 
 2008 年 2 月政府組織再編により、水灌漑省 灌漑技術サービス局へ 

＜灌漑関係事業実施にかかるガイドラインの適用範囲＞ 
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District

Agricultural
Strategic Plan

Training of DFT
DFT

Training of WFT

WFT/WDC
WDP

PFC/V.Assembly
VDP (VADP)

through O&OD

DPDT/ZRC 
Irrigation Scheme

Formulation
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PFAC 
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Full Council 
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Start 
in Jul. 

Implementation of Irrigation Facilities Construction
(Preliminary Survey, Detailed Design, Tender documentation,

Tendering/Contract Award, Construction)
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技プロ「灌

漑農業技

術者普及

支援体制

強化計画」

（タンラ

イス） 

（2007.6

～2012.6） 

 

ASDP の実

施における

地方人材の

育成/灌漑

稲作・支援

を通じた

ASDP の成

果達成への

貢献 

KATC の灌漑稲作技術を全国 40 カ所以上の灌漑スキームへ普及するともに、NERICA

を中心とする稲研究支援を行う。 

目的：灌漑農業技術普及支援体制強化を通じて対象灌漑地区の稲生産性が向上する。

成果１：農民間普及を通じて、対象灌漑地区の稲作が改善 

＜活動＞ 

1-1 関係者との協議を通じて対象灌漑地区を特定 

1-2 研修教官研修を実施 

1-3 集合研修と現地研修を実施 

1-4 モニタリングと評価を実施 

1-5 ジェンダー配慮を含めた灌漑コメ生産研修を計画・実施・評価） 

成果２：稲作の生産性向上に向けて、研究・研修・普及機関の連携が強化 

＜活動＞ 

2-1 関係者のワークショップを開催 

2-2 県が県農業開発プラン（DADP）の一環として灌漑コメ生産研修計画を策定で

きるよう技術的支援 

2-3 ネリカを含む稲新品種を試験 

2-4 ネリカを含む稲品種を農家圃場で試験 

2-5 稲栽培技術の基本ガイドラインを作成） 

実施機関：農業・食料安全保障・協同組合省 

（研究・研修局、4 農業研修所、稲研究プログラム） 

協力機関：地域灌漑技術支援事務所（7 事務所）、県 

灌漑稲作技術研修の実施は、20 カ所以上について DADP を原資とする（＝県が DADP

予算を用いて KATC 等から研修パッケージを購入）。 

中核農民中核農民

中間農民中間農民

一般農民一般農民

KATCで構築された稲作普及アプローチ

灌漑地区の政府職員灌漑地区の政府職員
と農民組織リーダーと農民組織リーダー

②
K

A
TC

で
の

集
合
研

修

③
各

灌
漑
地

区
で
の

現
地
研

修

④
各
灌
漑
地
区
で
の

現
地
検
討
会

対象灌漑地区の特徴（規模・発展段階等）に考慮した研修対象灌漑地区の特徴（規模・発展段階等）に考慮した研修

①
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査

タ
ン
ラ
イ
ス

タ
ン
ラ
イ
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー

配
慮

灌
漑

地
区
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関係技術協力の現状と課題 
 案件名称 現 状 と 課  題  の 概  要 

① 

開調「地方開発セク

タープログラムフ

ェーズ 2」（2005.11

～2009.1） 

＜実施状況＞ 

別表「セクター開調による DADP 課題整理と残された課題に対する新規

技プロでの対応」のとおり。 

 

＜課題＞ 

① DADP 作業部会の継続的かつ定期的な運営の定着を図るため DADP

作業部会の成果を、政府やドナーに適時適切に共有することが必要。

② DADP 文書の質的評価に関し、今年度は政府による第 1 回目の評価

活動であり、体制・方法確立はセクター開調からの技術移転に頼る

ところが大きいことから、今後徐々に政府の役割を拡大していくた

めにも、共同作業による継続的支援が必要。 

③ DADP ガイドラインの策定・普及・改訂に関し、DADP 文書質的評

価・モニタリング等の成果を踏まえた定期的な改訂の定着化が必要。

④ これまで単発的に実施されてきた DADP 研修活動を、改訂されたガ

イドラインに基づき、定期的かつ効果的に実施することが必要。 

⑤ 他の作業部会との連携に関し、決められた役割分担に基づく連携の

強化。 

⑥ DADP 作業部会の活動成果を、政府やドナーに適時適切に共有する

ための情報管理体制・手法の確立のためには OJT による実施能力強

化が必要。 

⑦ DADP 統合計画書及び進捗報告書に関する フォーマットと処理手

順の確立のために OJT による実施能力強化が必要。 

⑧ 県への研修及び技術支援に関し、決められた TOR の着実な実施のた

めには円滑な役割・権限移譲が必要。 

 

＜対応＞ 

新規技プロ「よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援計

画」により対応する。 

② 

技プロ「DADP 灌漑

事業ガイドライン

策定・研修計画」

（2007.2～2010.1）

＜実施状況＞ 

① DADP 灌漑案件形成ガイドライン：完成 

DADP 灌漑事業実施・運営ガイドライン：ドラフトが作成された段

階 

② TFY2006/07 では、Mtwara ・Manyrara 灌漑ゾーン地区内の 2 州 3 県

8 案件の申請があった。このうち、5 案件が推薦され、予算が認め

られた。 

③ TFY2007/08 では、Tabora 灌漑ゾーン地区以外の 6 灌漑ゾーン地区内

の 11 州 24 県 145 案件の申請があった。このうち、39 案件が DIDF
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委員会に推薦された。 

④ 灌漑事業実証候補地が 2 地区選定され，ドラフト事業実施・運営ガ

イドラインに沿って実証事業が始まっている。 

⑤ 灌漑案件形成ガイドラインに関する研修を実施した。技プロ対象灌

漑ゾーン 74 県のうち 72 県 160 名が受講。 

＜課題＞ 

① ガイドラインが策定され、灌漑に関する事業実施能力が強化されて

きたその後、現状に沿った事業ガイドラインの改訂や更新を適切に

継続していくことが必要。 

② 灌漑事業実施・運営ガイドラインは DADP ガイドライン付属文書と

して位置づけられているが、この認識が政府、ドナー間でほとんど

共有されていない。(最終版が出来ていないこと及び灌漑ガイドライ

ンは純粋な技術書であることから、DADP 事業ガイドラインとは異

質なものと見られている） 

③ これまで公務員の採用抑制があり、戦力となる 40 代の職員が不足し

ているこのため州レベル、県レベルの灌漑関係の技術者の不足が課

題である。 

 

＜対応＞ 

  県、州レベルの灌漑技術者の育成が急務と思われる。 

 

③ 

技プロ「灌漑農業技

術普及支援体制強

化計画」（2007.6～

2012.6） 

＜実施状況＞ 

① 係者ワークショップを７回開催し、タンライスの目的・成果・活動

等を関係者に広報した。 

② ベースライン調査、集合研修（20 名）、現地研修 3 回を実施中。 

③ 研修教官育成の事前研修を実施し、その後は Mahande 灌漑地区のベ

ースライン調査、集合研修、現地研修に参加させた(MATI 毎に各回

4 名）。 

④ リカ品種現地適用化試験関係者(12 名）、作物担当教官(12 名）、ロー

アモシ灌漑地区普及員(3 名）を対象に稲圃場試験研修を実施。 

⑤ 研究プログラムと共同でネリカ品種現地適用化試験(6 カ所）を開始。

 

＜DADP に関する課題＞ 

（１）DADP は、村レベル、郡レベルでの開発計画を束ねたものであり、

灌漑地区を対象とした研修を DADP に組み込むには村、郡、県、州レ

ベルでタンライスに関心を持つことが重要である。このため、タンラ

イスの研修をDADPに組込ませるには県関係者がタンライスについて

理解を深める機会が重要である。 

（２）下記の DADP の背景を理解させる必要がある。 
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①DADP は村開発計画(VDP）と郡開発計画(WDP）を基本にしている

こと。 

②VDP は WFT が促進しながら参加型(O&OD）手法で作成しているこ

と。 

③DADP 予算をタンライス研修に活用するには、原則的には、研修予

算申請が VDP・WDP に含まれている必要があること。 

④TC-SDIA は県レベルの予算・農業担当官だけではなく、灌漑地区が

位置する郡、県を助言する州の担当官にも知られる努力をすべきで

あること。 

 

＜DADP に関する対応＞ 

① JICA 専門家とキリマンジャロ農業技術者訓練センター(KATC）幹部

は KATC 担当地域の 14 県の県行政長官や県農業畜産開発官にタン

ライスに関する広報を訪問等により行った。 

② また、ワークショップを開催(85 名参加）し、予算申請手順につい

て共通理解を図り、タンライス研修候補灌漑地区を確認している。

③ この結果、14 県で 33 灌漑地区を研修予定であり、そのうち 18 ヵ所

は 2008/09 年度に予算申請済みである。 

④ その他 3 MATI においても、それぞれ同様の取り組みを実施。 

 

＜ネリカの支援＞ 

① 2008 年作期は稲研究プログラムのネリカ現地適応化試験(6 カ所）を

支援中である。 

② ローアモシ灌漑地区雨期休耕田へのネリカ試作も開始した(2008 年

は 0.3ha）。 

③ KATC 圃場では、ネリカの品種比較栽培をすると共に、香りがある

ので有望といわれている NERICA1 の他、NERICA3、NERICA4 の増

殖を行っていく。 

 

＜研修圃場の整備＞ 

① 農民の実習や優良品種・改良稲作技術展示に利用するために約 2ha

の圃場を確保する必要がある。 

② 展示圃場としての利用には、圃場均平、用水路の改修や畦畔の造成

が必要である。 

③ 特に、MATI-Ilonga 及び MATI-Ukiriguru の研修圃場については、取

水施設の老朽化等により、稲栽培に支障をきたしている。今後、両

MATI においても KATC 同様に実習を含む研修を予定しており、そ

のためには水路等の整備が必要である。 
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